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令和３年12月橋本市議会定例会会議録（第３号）その３ 

令和３年12月７日（火） 

                                            

（午前10時20分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番８、16番 田中君。 

〔16番（田中博晃君）登壇〕 

○16番（田中博晃君）おはようございます。 

 それでは、通告に従いまして一般質問を行

います。今回は２項目です。 

 まず、一つ目。動画配信サービスの活用に

ついて。 

 行政の情報発信は紙媒体からＳＮＳに、そ

してユーチューブ等を用いた視覚からの情報

発信に移行をしています。こと本市において

もＳＮＳの活用や動画配信を活用し、私は一

定の効果があると見ています。私は以前より

何度も、ＳＮＳや動画配信を用いて本市の情

報発信やＰＲをすべきとの一般質問を行って

きました。他市を見渡すと、本市以上に積極

的に動画配信を活用しているところも多く、

また、分かりやすい等の声が住民より届いて

いると聞いています。今回は２項目に絞り込

んで、具体的な活用について問います。 

 まず、一つ目。救急救命や防災の観点から、

消防として動画配信をしてみては。 

 二つ目。来年の市長選挙をはじめとする各

選挙の開票状況を動画配信してみては。 

 特に二つ目については、以前市議会の選挙

でもサーバーダウンしたこともありましたし、

労力があまりかからないという部分でもどう

なのかなと思っております。 

 二つ目、滞納整理の現状について。 

 私は平等・公平の観点から、何度も滞納整

理について一般質問を行ってきた。その結果、

移管予告や支払い督促等を行い、払えるのに

払わない債務者に対し、毅然とした態度につ

いては市の本気度が伺えるとともに敬意を表

します。 

 しかし、滞納はゼロにはなりません。私債

権については民法改正により消滅時効が２年

から５年に延長されています。滞納について

はゼロに近づけるよう様々な方法を講じるべ

きとの観点から、以下の質問を行います。 

 １、債権回収対策室設置前・設置後・現在

の効果について。 

 ２、病院事業の債権放棄について放棄に至

る背景は。 

 ３、市営住宅入居に関する保証人の調査に

ついて。 

 ４、移管予告の効果について。 

 ５、支払い督促の効果について。 

 ６、上下水道や保育料・保育所副食費につ

いて、既にシステム上一元化状態であると考

えている。本市は将来、私債権の一元化、強

制徴収公債権と私債権の一元化、そして税を

含む全ての一元化についてどのような見解を

持っているのか。 

 以上、壇上からの質問を終わります。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君の質問項

目１、動画配信サービスの活用に対する答弁

を求めます。 

 消防長。 

〔消防長（福本富雄君）登壇〕 

○消防長（福本富雄君）動画配信サービスの

活用についてお答えします。 

 まず、一点目の救急救命や防災の観点から、

消防として動画配信してみてはについてです

が、消防本部では応急手当の普及啓発の一環

として、心肺蘇生法、傷病者の体位管理、搬

送法及び止血法などの応急手当や火災予防な



 

－79－ 

どの防火に関する情報をホームページ上に掲

載していますが、現在のところ動画を活用し

た情報発信は行っていません。 

 消防本部としては、動画を活用した情報発

信は、現在の広報媒体であるホームページや

チラシ等に加え、新たなインターネット広報

媒体として直観的で分かりやすく伝達するた

めの有益な情報発信の手段の一つであると考

えています。 

 特に応急手当に関しましては、動画を活用

することで情報を映像や音声で伝えられるこ

とから、効果的な応急手当の実施が期待され

ます。 

 市民の皆さまに、今後より一層消防行政を

ご理解いただくとともに、応急手当や火災予

防を分かりやすく身近に感じていただくよう、

動画を活用した情報発信に取り組んでいきま

す。 

○議長（小林 弘君）選挙管理委員会事務局

長。 

〔選挙管理委員会事務局長（藤岡栄次君）登

壇〕 

○選挙管理委員会事務局長（藤岡栄次君）次

に、二点目の各選挙の開票状況を動画配信し

てみてはについてお答えします。 

 選挙の開票状況については、公職選挙法の

規定により「選挙人はその開票所につき、開

票の参観を求めることができる「」と規定さ

れているので、開票所において参観すること

が可能です。 

 また、開票の状況については、開票所での

発表に伴い、市のホームページにおいても一

定の時間ごとに公表しているところです。 

 過去にホームページへのアクセスが集中し、

開票の状況が確認できない状態になったこと

がありましたが、現在その点においては改善

されていると聞いています。 

 選挙人、候補者等関係者の皆さんは、開票

の結果を早く知りたいとの思いがあるのも事

実であり、開票所においては開票管理者をは

じめ開票立会人や開票事務従事者が適正に、

また、できるだけ迅速に開票事務にあたって

いるところです。 

 おただしの開票状況を動画配信してみては

とのことですが、緊迫した状況の中で、特に

公職選挙法にも定めのない開票状況の動画配

信については、現時点において本市選挙管理

委員会として取り組む予定はございません。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君、再質問

ありますか。 

 16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）１個目から行きます。

消防についてはやってくれるということで、

たしか10月ぐらいに消防長の元に一度行きま

して、「こんなんやってほしいんや」という話

をしたときに、実は県内どこもやっていなく

て、その後、あるところが出てきてマスコミ

にも取り上げられて、１番を逃してもうたと

いう思いはあるんですけれども、ぜひ進めて

いっていただきたいと思いますし、その後、

時間的に余裕とかが出てきたら、やはり市の

消防車、救急車はこんなシステムなんですよ

とかというのも分かれば、市民の方も安心で

きるかもしれへんし、子どもたちもすごく興

味があると思いますので、そういったところ

にも目を向けていただきたいなと。私もそん

なん好きなほうなので、ありがたいかなと思

っております。 

 また、せっかく今後動画を作成していった

後は、ＳＮＳ等を通じて積極的な配信という

のも大事なのかなと。そこはスタートになり

ますので、配信のほうも市と協力した中でや

っていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 選挙のほうなんですけれども、私が11年ぐ

らい前、議員になったときに、先輩議員が期
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日前投票をもっと増やしてよとかという話、

結構あったかと思います。もちろん当時は、

当日行くのが当たり前なんやでというような

話であったかと思うんですけれども、さきの

衆議院選挙でも投票者の約20％が期日前で済

ましているというように、選挙の在り方自体

が変わってきているのかなと、そのように考

えております。場合によったら開票状況なん

かも、今後、ユーチューブ等を用いて動画配

信もスタンダードになってくる可能性もある

と考えております。 

 ９月に行われた奈良県にある自治体の選挙、

実際ユーチューブで配信されておりました。

そこのまち、担当の部長にもお会いして話を

聞いてきました。人口約３万人、有権者２万

7,000人。橋本市が人口６万1,000人で有権者

５万2,500人ぐらいなのでちょうど倍ぐらい、

うちが倍近いまちなんですけれど。そこは当

時ユーチューブで流したところ、750人程度が

随時視聴されていたというふうに聞いており

ます。 

 来年、市長選、多分あるんですよね。ある

と思うんですけれども、そうなったときに、

やはり今また新型コロナウイルスどうこうが

はやるかもしれないという中で、場合によっ

ては開票所がマスコミだけとかってなる可能

性もありますし、特に首長選となりますと市

民の興味も相当なものなのかなというふうに

感じております。 

 今回この質問をしたいということで、選管

とも話をして３回ぐらいすり合わせをしたん

ですけれども、その都度、広報関係も呼んで

ほしいんやというお話もしてきたんですけれ

ども、なぜかないまま終わってしまいました。

私は当時から、選管はやってええかどうかを

判断するルールをつくるところであって、実

際に配信する、しないはまた違うところなの

かなと。もしかしたら民間団体かもしれへん

ということもあります。 

 また、先ほど述べたとおり興味の高い選挙

なので、特に選挙が０と30分に一旦開票結果

が出るから、そこにアクセスが集中してしま

うというのも考えられます。つながれへんわ、

リロード、リロードを繰り返したら、サーバ

ー負担がどんどん大きくなると。これは別に

いろんな例えばお買物をする。今から24時間

航空券が安いでっていうてやったら、そうい

うでっかいところでもつながらないというの

が現状です。 

 ここで再質なんですけれども、2019年市議

会議員の選挙、コロナのないときでもサーバ

ーダウンしたという事実があるんですけれど

も、当時のサーバー状況、実際サーバーダウ

ン、サバ落ちしたときに、どの程度アクセス

があったのかなと。今回強化してどこまで対

応できるのかということ。プロバイダーは押

し並べてこれぐらいやったら大丈夫ですよと

か言うんですけれども、実際は瞬間最大がど

の程度かというのが一番の問題になってきま

すので、その辺りももし分かるのであれば、

答弁をお願いします。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）2019年４月21

日、サーバーがダウンというか、閲覧できに

くい状況になったということで当時、私ども、

調査をいたしました。それで、閲覧しづらい

まず時間帯ですけども、当日のおよそなんで

すけども22時から23時30分ぐらい、およそ１

時間半、この間閲覧しにくい、閲覧しづらい

期間というのがありました。私どもの今のホ

ームページの閲覧できるサービスレベルなん

ですけども、一応毎分400ページビューと、当

時ですね、いう状況でした。それに対してマ

ックスが11時20分前後になるんですかね、こ

の地点で1,150ページビューという状況で、お

よそ３倍の負荷がかかったということでした。 
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 これに対して、その後、私どもとして改善

した内容についてですが、これについてはい

わゆる容量をアップしたということで、当時

は400ページビューということ。これをおよそ

９倍の3,600ビューまで上げたという状況で

ございます。併せて、なるべくホームページ

自体を軽い状況に持っていきたいということ

で、軽量版というのを使った場合にはおよそ

18倍の7,200ページビューまで閲覧すること

ができるというような状況に改善をしており

ます。 

 それと、サーバー自体に冗長性を持たせて、

つまり予備のサーバーを置いているというこ

とと、もう一つが、負荷が集中したときに接

続先を振り分けるという、そういう機能を持

たせております。それでなるべく、いわゆる

サーバーがダウン、いわゆる画面が固まらな

いような、そういうふうな対策を講じており

ます。ただ、瞬時のホームページが固まると

ということについては、これは可能性は当然

あるわけですけども、復旧する時間帯という

のは短くなるというふうに思っております。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）ありがとうございます。

やっぱりでも、固まるかなと。ほんで、前回

のときも市の職員にお伺いしたら、実は開票

状況をアップすらできれへんかってんという、

固まってしもてというのもありますし、先ほ

ども言いましたけれども、相当大きいサイト

ですらセールをするとかというたらフリーズ

することは多々ありますので、特に選挙の場

合は、橋本市の場合０、30という限られた時

間に短期集中するということだけはやはり理

解していただいておきたいです。 

 動画はせえへんと言われとるんやけれども、

例えば動画を仮に配信したと仮定したら、パ

ソコンを１台置いておくだけで、あと無音に

しておいたら特に労力はかかりません。さら

に、経費的にはお金がかからない。市議会も

生中継をやっていますし、また過去、市長も

コロナウイルスの関係でも何度もユーチュー

ブでアップされておりましたけれども、やは

りまずお金がかからないという、労力の負担

も少ないという部分。先ほど答弁を頂いてサ

ーバーを強化したということですけれども、

それでも何らかのときのエスケープルートに

動画のほうがなるということ。もしそれで強

化をするのにお金がかかっとっても、エスケ

ープルートを使ったら実はお金がかからんか

ったのかなという可能性もあります。 

 過去、橋本市だけではなく様々な地方選挙

でも少し問題になっていますのが、当日、開

票所で写真を撮ってＳＮＳ等をアップして、

中には個人情報が分かるやつもあったりして

問題になっていますし、たしか前も橋本市で

もあったのかなというふうに記憶しておりま

すが、結構そこについても今まだノータッチ

なんかなというのもあります。 

 こんな状況を改善するためにも、例えば、

「公式で配信するから会場内の撮影を控えて

ください」、そんなアナウンスの効果もありま

す。もっと言えば、例えば民間団体や社団法

人等が当日、せっかくの市長選なのか、その

次の様々な選挙なのか分かりませんけれども、

こういう市民の興味があるものであれば動画

配信をしたいんやということもあるかもしれ

へんし、また、こっちから逆に動画配信をし

てもらえませんかというようなこともあるか

もしれへん中で、やはり今回の答弁は僕はど

うなのかなと。選管としてはしませんという、

でも、選管がせえへんかったら結局できやん

やんってなるので、やはりそういった細かい

ところについて調査研究だけでも続けていく

べきなのかなというふうに考えていますので、

そこだけは強く要望して、１個目、終わりま

す。 
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○議長（小林 弘君）次に、質問項目２、滞

納整理の現状に対する答弁を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（小原秀紀君）登壇〕 

○総務部長（小原秀紀君）滞納整理の現状に

ついてお答えします。 

 まず、一点目の債権回収対策室設置前、設

置後の現在の効果についてですが、地方自治

法第240条第１項に基づく本市の金銭債権の

うち、企業会計と損害賠償、工事保証金等に

係る債権を除いた私債権の滞納額を指標とし

た場合、債権回収対策室設置前の平成26年度

決算時点では４億187万9,395円、債権回収対

策室を設置して３年後の平成30年度決算時点

では２億7,338万1,380円、また、総務課へ移

管した現在、令和２年度決算では２億2,849

万2,604円となります。 

 債権回収対策室設置前と現在とで比較しま

すと、約１億7,338万円の削減効果が出ていま

す。 

 この要因として、債権回収対策室では債権

放棄を積極的に実施したことや、各債権所管

課への債権回収の意識付けができたこと、ま

た、総務課に業務が移管してからは積極的な

支払い督促など、法的手続きを前提とした債

権回収を実施してきたことと考えています。 

 次に、四点目の移管予告の効果についてお

答えします。 

 移管予告は債権所管課から総務課への移管

を予告するもので、現在文書により通知して

います。これまで学校給食費において、令和

元年度で18件、33万9,500円、令和２年度で21

件、52万9,000円、また現在移管協議中ですが、

令和３年度で11件、15万9,190円を回収してい

ます。この予告は債権所管課での督促や一般

の催告では入金に至らなかった困難案件が対

象となっていることから、間接的な回収につ

ながっており、実施の効果が出ています。 

 次に、五点目の支払い督促の効果について

お答えします。 

 総務課におきまして、これまで裁判所への

法的手続きのうち、支払い督促を15件申し立

てており、54万465円を回収しているところで

す。また、移管後、総務課において支払い督

促を含む法的手続きの予告を事前に文書を通

知しており、その間接効果を含めると136万

4,565円の回収となっています。このことから

支払い督促の申立てをはじめ、法的手続きを

前提とした実施の効果が出ています。 

 最後に、六点目の将来的な債権の一元化に

対する見解についてお答えします。 

 債権の分類として、水道経営室が所管する

水道料金については私債権、下水道使用料は

強制徴収公債権となり、また、こども課が所

管する保育料は強制徴収公債権、給食副食費

は私債権となります。おただしの債権につい

てはそれぞれ同一部署で所管していることか

ら、納入通知や督促までは実質的に一元管理

できる状況となっていますが、督促後の滞納

整理における調査などで得た情報については、

原則共有した管理を行っていません。 

 将来的な各債権の一元化についてですが、

まず私債権同士については債権管理条例を改

正しましたので、総務課へ移管を受けた中で、

支払い督促などの法的手続きの実施を前提と

したものに限り、同一の債務者で他の債権所

管課で滞納の有無を調査し、実施の効果につ

いて検証していくところです。 

 ただし、強制徴収公債権と私債権の一元化、

税を含む全ての一元化につきましては、これ

まで検討はしてきましたが、滞納整理を行う

中で市の保有する税情報や国税徴収法により

調査した預金残高や給与などの情報を合わせ

で管理することが想定されることから、根拠

法が違う私債権にまでこれらの情報を使うこ

とは個人情報保護の観点や地方税法第22条に
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抵触する可能性もあり、情報共有することは

難しいと考えています。 

 このことからも、強制徴収公債権と私債権

の一元化、そして税を含む全ての一元化につ

いて実施することは難しいと考えているとこ

ろです。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

〔病院事務局長（池之内正行君）登壇〕 

○病院事務局長（池之内正行君）次に、二点

目の病院事業の債権放棄について放棄に至る

背景についてお答えいたします。 

 病院債権については、橋本市民病院未収金

回収マニュアルに沿って未払いの方への電話

連絡、督促状の送付、訪問徴収等を実施して

います。具体的には、未収金が1,000円未満の

方には、まず２週間後に電話連絡をし、その

２か月後、督促状、半年後に催告状を送付し

ています。未収金が1,000円以上5,000円未満

の方には、１週間後にお知らせ状を送付し、

その２週間後に督促状を、２か月後、半年後

１年後には催告状を送付しています。未収金

が5,000円以上の方には、１週間後にお知らせ

状を送付し、その２週間後に督促状を送付し、

３週間目からは訪問徴収を実施し、訪問時在

宅されていない場合は、1,000円以上5,000円

未満の方と同様に催告状を送付しています。

訪問徴収でも回収が困難な場合は、内容を精

査し、その一部を弁護士に回収依頼していま

す。また、窓口においては毎日、外来未収患

者リストを作成し、対象者が来院した際、窓

口にて請求しています。 

 病院債権は健康保険法等による患者一部負

担金がほとんどであるため、高額療養費制度

や公費負担医療制度など各制度を適切にご利

用いただき、患者さまのご負担が少しでも小

さくなるよう案内し、未収金発生の抑制に努

めています。 

 債権放棄の執行にあたっては、橋本市病院

事業使用料及び手数料等に関する条例第７条

各号の規定に基づき、当該債権の全部または

一部を放棄して、令和２年度実績においては、

消滅時効に係る時効期間が経過したものが８

件、債権放棄額84万8,710円となっています。 

 診療費等の債権回収については、今後も引

き続き鋭意努力し、未収金の削減並びに病院

経営の安定化を図ってまいりますので、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）建設部長。 

〔建設部長（西前克彦君）登壇〕 

○建設部長（西前克彦君）次に、三点目の市

営住宅入居に関する保証人の調査についてお

答えします。 

 市営住宅への入居条件の一つとして、橋本

市営住宅設置及び管理条例第12条第１項第１

号の規定により、入居契約時に１名以上の連

帯保証人を必要としており、この連帯保証人

が死亡した場合など変更が必要な事案が発生

した場合は、橋本市営住宅設置及び管理条例

施行規則第６条第２項の規定により、速やか

に新たな連帯保証人を定め市に届けることと

しています。 

 しかしながら、変更が必要にもかかわらず

届出がないケースも考えられることから、平

成26年度において、市営住宅の入居者全世帯

に対し調査を実施しています。 

 また現在は、新規入居者が決定した際に配

布している入居のしおりにも、連帯保証人に

変更が必要となる事案が発生した場合は市に

届出が必要であることを記載して周知してい

るだけでなく、次年度の市営住宅の家賃を決

定するために、毎年入居者全世帯を対象に実

施している収入申告書の提出を依頼する際に

も一文を記載して通知していることもあり、

入居者から連帯保証人の変更に関する問合せ

や相談が積極的に来るようになっています。 

 なお、平成26年度の調査から期間が経過し
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ていることもあり、令和４年度において改め

て再調査を実施することと決定しています。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君、再質問

ありますか。 

 16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）答弁ありがとうござい

ます。私も10年近くこの質問をずっとやって

きてて、自分で言うのも何やけどかなり勉強

しているなと思っています。当時、ほんまに

一番最初やり始めたときは、今ここにはいら

っしゃらないですけれども、当時の職員から

「こんな質問をしたら票減るで」とまで言わ

れました。ということは、その頃は債権、特

に滞納についてはそういった取扱い、そうい

ったレベルでしか見られていなかったのかな

というふうに感じております。 

 そんな中でずっと質問をしてきて、市長、

ほんまに尽力いただいて債権回収対策室をつ

くっていただいて、めざしていた効果はそこ

じゃなかったかもしれへんけれども、でも、

職員の皆さん、そして市民の方々にも、ちゃ

んとして払わんなんのやという意識付けとい

うのはできたのかなと。過去ずっと放置され

ていたであろう、債務者が行方不明、死亡、

破産等の事件で、数字上残っていたその債権

が消えていったというのは大きな、これは債

権回収対策室ができた効果なのかなと。僕は

もっとその先をめざしておったんですけれど

も、それは言うても切りがないので、そのよ

うに思っています。 

 先、病院のほうから行かせてもらいますけ

れども、病院についても以前からかなり調査

等を進めてきておりました。当時も「ちゃん

と電話しているよ」とかいろいろ言ってくれ

ていたんですけれども、実際調べてみたら、

してなかったと。今、事務局長、答弁を頂い

たとおりに、今はかなり積極的にやっていた

だいておりますので、払えるのに払わない方

については、もちろん調査していかな分から

んところはあるんですけれども、今後とも対

応をよろしくお願いしたいと思っております。 

 また、市営住宅についても過去から「保証

人、チェックしたほうがええんちゃうんか」

とか、「場合によっては住貸なんかは担保の置

き換えとかを考えている」という質問もして

きておりました。特に以前、訴訟に至ってあ

かんかったという背景もありますけれども、

今回改めて保証人の調査をしてくれるという

ことで、僕も今回、住宅ではそこが一番欲し

かった答弁なんで、それ以上はないので、よ

ろしくお願いいたします。 

 あとは細かいところになるんですけれども、

ちょっとだけ、画像を１枚だけ見てください。

これ、あるまちのチャートなんですけど、こ

れは水道料金、下水道使用料と書いています

けれども、内容的には私債権と強制徴収公債

権で同じです。給水停止がないだけです。こ

ういうのがホームページに記載されていて分

かりやすくしているまちがありますよという

紹介だけですので、これをやってくれとかで

はないんですけれども、市民に分かりやすい

形というのも必要なのかなと思っております。 

 滞納整理というのは、やはり一番大事なと

ころは何なのかなというたら、まず払えるの

に払わない滞納者を対象にしているという点。

滞納を生活困窮のサイン、シグナルやという

ふうに考えてきっちりと調査していかなけれ

ばならないという点がまず必要なのかなとい

うふうに考えております。特に昨今の新型コ

ロナウイルス感染症の影響で、今後どうなる

か分からない。もしかしたら滞納が増えるか

もしれない。やはりこれをきっちりやってい

くということは、自主財源の確保、市税、使

用料、手数料の負担の公平性を求めるととも

に、さっきも言った生活困窮者をいかに未然

に発見していくかというのがこの制度なのか
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なと考えております。 

 また市としては、仮に一元化できたらとい

うところで考えていったら、同一滞納者に対

して、複数の同一滞納者が市の中で多重債務

に陥っている場合、市の職員、組織が別々に

滞納整理に当たるのはいかがなものかなと。

形式的な差し押さえではなかなか上がってこ

ない。実質上がってこない。橋本市はちゃん

とできていますとは思っておりますけれども、

非強制徴収公債権とか私債権の滞納がどうし

てもたまっていってしまう。そして消えてい

く。徴収停止、債権放棄、不納欠損処理が滞

ること等が挙げられるのかなと。滞納者側へ

も、例えば複数多重債務であった場合はどう

しても、「１個はめどがついたけれども、もう

一個まだあるよな。でも、市に相談しにくい

よな」とかというのもあるかもしれへんし、

やはりなんべんも言うとおり、滞納の裏には

生活困窮があるかもしれない。ここが一番大

切なのかなと思っております。 

 一元化にも様々な形がありますけれども、

既に一元化を進めていっている自治体の中で

は、過年度分については相当数処理が終わっ

て、やはり現年、直近の分だけの滞納整理に

なってきている。特に現年度に集中できると

いうのは大きな効果なのかな、そのように考

えております。 

 ここで再質なんですけれども、令和元年か

ら直近、分かるまでで結構です。さっきは結

果やったんですけども、移管予告の総額と件

数はどの程度でしょうか。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）令和元年度からの

移管予告の総額と件数ですけれども、総務課

が対象としております債権のうち、令和元年

度から令和３年度に債権所管課が行った移管

予告ですけれども、学校給食費をはじめ生活

保護、つなぎ資金等ですけれども、現在のと

ころ総額478万4,051円、件数としては133件の

移管予告となっております。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）ありがとうございます。

特に給食に関しては、私も以前からかなり言

ってきたというのもありますので、激減した、

かなりきっちりとチェックされているという

ことについては、本当に担当者、ありがとう

ございますと言いたいです。やはりほかにも

債権を持っている所管課があると思いますの

で、移管できるところはきっちりと移管して

身軽になって、特に給食の場合は子どもたち

にいかに安心安全な給食を届けるかというの

が大切なのかなと。以前質問をしたら、すり

合わせでも教育委員会に怒られたんですよ。

うちでするもんちゃうとかいうて。それぐら

いの考え方もあった時代もあったということ

だけ言うときます。 

 移管予告をした後、支払い督促に移行して

いくわけですけれど、もちろん移管予告の段

階で「やばい、払おう」という方もいらっし

ゃいますけれども、移管予告後に支払い督促

に移った件数はどの程度ありますでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）学校給食費に関し

ましては、移管予告に応じなかった場合は原

則全て総務課へ移管して、ただ、移管予告に

反応があって分納納付等、同意が得られた場

合は総務課への移管は見送っております。 

 また、学校給食費以外の債権につきまして

は、水道料金で１件納付約束があったため移

管は見送りましたけれども、その他は全て総

務課への移管となっております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）ありがとうございます。

恐らく今後一番増えてくるのがもしかしたら

上水道なのかなというふうにも、もしかした
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らですけれども考えております。ただ、シス

テム上一元化されているからそっちでやった

ほうがひょっとしたらええんかなという気も

個人的には思ったりしておりますけれども、

法律上の問題もこれはありますので、使えら

んのや、使えれへんというのは理解しており

ます。 

 次に再質したいのが、今度、支払い督促の

件数と回収額を年度別に分かったら教えてほ

しい。数字も丸でも構いません。また、回収

状況と異議申立ての件数とこの内容、ここ、

一番大事なんですけれども、異議申立ての件

数と内容も併せて教えていただけますでしょ

うか。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）まず、年度別の支

払い督促の件数ですけれども、令和元年度に

２件、令和２年度９件、令和３年度４件を裁

判所に申し立てております。 

 次に、回収額につきましては、支払い督促

を申し立てたうち、遅延損害金、訴訟手数料

等も含んだ額ですけれども、令和元年度で６

万2,759円、令和２年度で34万2,613円、令和

３年度で13万5,093円を回収しております。 

 回収の状況といたしましては、これまで総

務課では15件、総額141万5,454円に対する支

払い督促を実施しております。現在、申し立

てた15件のうち６件につきましては全額回収

を終えておるんですけれども、残り９件のう

ち３件は分割納付につなげております。６件

につきましては、債務名義取得後においても

継続した入金に至っておりませんので、現在、

民事執行法に基づいた強制執行を前提に準備

をしているところでございます。 

 そして、これまで支払い督促後、異議申立

てによる通常訴訟への移行は４件ありまして、

うち１件については請求内容に対する異議、

ほか３件については分割などの支払いについ

て話合いをしたいというふうな内容となって

おります。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）ありがとうございます。

４件移行した。もちろん議場にも訴訟に至っ

た場合とかというのも分かるときもあります

し、そのうちの３件は分割等の話合いをした

いということなので、こちらは前向きに進ん

でいくのかなと。残りの１件については請求

自体に異議があるという答弁やったんで、恐

らく考え方の違い等があって、これは私債権

なんでだいたい想像はつくんですけれども、

そういうことなのかなというふうに理解いた

しました。 

 ただ、ここから裁判所を通じてさらに債務

名義を取って強制権を取っていくというのも

なるかと思うんですけれども、それはまた後

で質問をして、改めて、私債権同士であった

り強制徴収公債権同士やったら一元化できま

すよね、今やろうと思えば。というか、条例

でできるのかなというふうに解釈しておるん

ですけれども、現在そこに至っていない点が

ある。これはちゃんと調べていって、もしか

したらその方が生活困窮かもしれないという

のも併せて考えた場合に、やはり一元化する

重要性、そして一元化することで、こっちの

担当、こっちの所管課では困難案件やと思っ

てないけれども、こっちは困難案件やと思っ

ている。結果的に片方を不納欠損処理しなけ

ればならない。これは私債権であっても、強

制徴収公債権であっても、担当課の考え方一

つで変わってしまう可能性があるというとこ

ろを考えた場合に、現状一元化はできるんで

すけれども、そこに至っていない何か点があ

るのかどうか。そこについてお伺いいたしま

す。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）私債権につきまし
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ては、今年の３月に条例改正をいたしまして、

ある一定の条件で情報共有ができるというこ

とになっております。ということで、現在は

困難案件等の移管だけでしておるんですけれ

ども、今後、そういった強制執行等の前提が

ありますけれども、一部情報共有をして徴収

につなげたいというふうに考えております。 

 それと、強制徴収公債権につきましては困

難案件だけの移管というふうになっておりま

す。ここら辺につきましては、体制の問題で

すとか機構の問題、それと、あまり一元化し

過ぎると債権の所管課で徴収に対する意識が

薄れるという点もありますので、今後、検討

課題というふうにさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）確かに早く移してしも

たら、現年度でも取りに行かんでも来年にな

ったら移管したらええわという思いが出てく

る、これも僕も以前からそういうことは言っ

ていますけれども、やはり債権一元化による

滞納整理の効率化と滞納者への負担軽減、名

寄せすることによって優先順位を一つずつつ

くっていくということに関しては、効果は必

ずあると思っておりますので、組織の問題と

言われれば僕らもそこに決定権はないので何

とも言えませんけれども、やはり意識として、

総務部から各所管課に対して発信をしていっ

ていただくのが必要なのかなということを思

っております。 

 １個気になっているのが保育料なんですけ

れども、保育料は既に無償化されております。

ということは、新しく債権、滞納というのは

発生しないんですけれども、これらについて

も、言い方は悪いですけれども時間がたった

ら消えていってしまうので、ここはきっちり

と税のほうに移管して同じ土俵で戦わせる。

一旦こっちを入れておいたら時効が止まるよ

ねとかというのも必要なのかなというふうに

感じておるんですけれども、ここについては

いかがでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）保育料につきまし

ても先ほどお答えしたように、困難案件につ

きましては税務課のほうに移管しております。

ということで、時効等が起こらないように、

所管課においても債権管理をしていただいて

徴収につなげていただくというようなことが

大切ではないかというふうに考えております。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）私はもう全部移したほ

うがええんちゃうかなというふうに考えてお

ったので、所管課で頑張ってもらうのはもち

ろんなんですけれども、それやったら不用意

に不納欠損にしないようにというのは、やは

りもちろん健康福祉部長のチェックもそうで

すけれども、総務部からもそこはきっちりと

チェックを入れていただきたいなというふう

に思います。やっぱり保育料の変に落とし方

をしたら、僕、過去からすごい気になってい

るのが、いわゆる怠る事実になってないんか

なというのがすごく気になっております。住

民監査請求が入ったらどうするんやろうか。

ちゃんときっちりとした処理ができているん

かというのが気になっておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 よくよその自治体なんかでは、もちろん債

権の額が大きい自治体なんですけれども、い

わゆるサービサーというんかな、外部委託を

しているところもあります。それは弁護士事

務所等にやっているんですけれども、それは

場所、自治体によっては強制徴収公債権であ

ったり、私債権の債務名義を取得した後であ

ったり、私債権そのまま行っているところも

あると聞いておるんですけれども、そういっ

たところについて、橋本市の場合、大きな額
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というのがあまりないのでどうかは分からな

いですけれども、調査等は進められておるの

でしょうか。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）私債権につきまし

ては、債務名義を取得して差し押さえですと

か強制執行に至るというのがなかなか難しい

状況にあります。そういうことで、弁護士等

の活用というのも一応検討はして相談等もし

ているんですけれども、今後、費用対効果も

見ながら、引き続き検討していきたいという

ふうに考えております。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）外部委託についてはや

っぱり量にもよることもあるんですけれども、

それをすることで職員の負担が軽減できて、

かつ現年度に集中できる、ほかの業務に集中

できるということを考えたら、一つの案なの

かなというふうに思います。調査していただ

けるということですので、もし橋本市にとっ

て効果があるのであればやっていただけたら

ありがたいかなと思います。 

 私もこの質問をするにあたって、今回も10

個の自治体とか調べてきて、自治体様々なや

り方をやっています。一番有名な船橋市みた

いに、税も含めた全て一元化しているところ

もあれば、税を除く一元管理をしている自治

体もある。でも、そこで共通しているのは、

やはり調査することで生活困窮者の対象とな

っているんやでというのをまず前提に置いて、

調査して初めて市民の困窮度が分かる。特に

今回うちの場合、うちというか世界中コロナ

のこともありますので、これからどうなるか

分からないので調査も必要なのかなと。 

 また、滋賀県のあるまちなんかでは、市長

が前面に立って債権回収を行っているという

ところもある。これは野洲市なんですけれど

も、やっております。そういったところもあ

るので、また調査等をしていっていただきた

い。私も今回、宇都宮市、船橋市、市原市、

練馬区、国立市、横須賀市、長浜市、河内長

野市、善通寺市、野洲市というところを調べ

てきたんですけれども、どことも色の違いは

あるにしても様々な形でやっておりますので、

またチェックを時間があるときにしていただ

けたらなというふうに思います。 

 私債権の債務名義取得後の話なんですけれ

ども、債務名義を取って強制権があって財産

調査をしたい。改めて裁判所に判断を仰ぐと

いうことになります。もし本市で税を含む多

重債務になっていた場合、強制権、債務名義

を取って財産調査の裁判所も入ってやったと

しても、どうしても税に負けてしまう。どう

してもやっぱり税のほうが優先されてしまう

というところで、この点についての対策とい

うのは考えられておるんでしょうか。支払い

督促から本訴訟に移ることもあるかと思いま

すので、その辺りについての見解をよろしく

お願いいたします。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）今お話がありまし

た税と他の私債権などを合わせて滞納してい

る債務者に関しまして、税などの強制徴収公

債権が優先されて私債権等が債権放棄等にな

ったというようなことは、確認されてはおり

ません。ただ、私債権と強制徴収公債権では

自立執行権の差はありますので、どうしても

差が出るのは、そういうことは推察されるわ

けです。ただ、本市においては、私債権と税

を含む強制徴収公債権の一元化等は行ってお

りませんので、これについては現在、難しい

というふうに考えておるところでございます。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）てなったら、今のとこ

ろないにしても将来、場合によってはせっか

く債務名義を取っても、もしかしたら税に負
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けてしまう可能性がある。もちろんこれは実

際一元化するとなった場合に訴訟自体がない

ので、判例が出てない中でどっちが正しいん

や、悪いんやというのは言いづらいところも

あるんですけれども、積極的に行っている自

治体、そういうところは国税のＯＢとかも入

って、実際国からもチェックに来るような自

治体もありますし、近隣の自治体でも債権の

一元管理というのは形は違えど様々な形でや

っている中で、やはり橋本市についても何が

できるか、何が正しいかは別。また仕事で負

担をかけて申し訳ないんですけれども、やり

方の調査、うちの顧問弁護士にも聞いていた

だいていると思いますし、また違う方の意見

も聞いていただくのも一つなのかなと。その

結果、どっちへ進むか。これは今年で終わり、

来年で終わりとかじゃなくて、どうしても未

来永劫続いていく問題でありますし、やり方

はその時代によって変わってくるかと思いま

すので、そのチェックをお願いしたいと思い

ます。 

 私債権とか強制徴収公債権の移管のルール

を改めてもう一回練り直してもいいのかなと。

例えば、先ほど総務部長がおっしゃられたと

おり所管課で、言葉は悪いですけれどももう

ちょっと待ったら移管するわというふうに、

仕事をサボっているという表現がおかしいか

どうかは分からないですけども、なる可能性

はあるんですけれども、例えば１年たったら

１回見せてくれよとか、この方は実は１年た

ってるねんとかというようなことのチェック

をしていかんと、やはり所管課によって温度

差があることで本来取れたかもしれない、場

合によってはたとえ100円でも入れておけば、

一旦時効を中断できたかもしれないという案

件も出てくる可能性があるんですけれども、

意図せず不納欠損になってしまう可能性もあ

るんですけれども、そういったルールという

のを改めて見直してみてはどうかと、つくっ

てみてはどうかと思うんですけれども、いか

がでしょうか。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）移管につきまして

は、私債権においては総務課で移管を受けて

おります。その際の移管基準というのもあり

まして、原則として過年度の滞納について督

促、催告をしても支払いに応じない場合、滞

納が高額な場合といった項目を設けていると

ころです。それと、税務課においてもこれに

準じたような形で関係課から債権を出してい

ただいて、ヒアリング等により移管を決定し

ているところでございます。 

 それで、議員ご提案の何年後というような

ことにつきましては、時効等で不納欠損にな

らないという、そういうこともありますので、

今後、市の債権回収対策本部会議等で検討し

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君。 

○16番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。やっぱりどうしてもゴールがないとこ

ろやけども、どこかで線も引いていかななら

んし、住貸みたいにどうなるんやろうという

のも、今も実際、私債権の中で残っていって

いる中で、どこかで線引きが必要なのかなと。

やっぱり先進的にされている自治体のように、

現年度及び直近の滞納だけでそこに集中して

いけているところもある。そうなることで職

員であったり、また債務者にも負担がかかる

のが減ってくるというのもあります。 

 私がいろいろの自治体を調べていった中で

も、やっぱり滞納の徴収額というのは督促回

数なんやと言っている自治体も実際ありまし

た、いろいろ話を伺っていく中で。もちろん

大きな自治体で職員の人数が多ければそうい

ったこともできますけれども、うちみたいに

さほど多い中で様々な業務をやっている中で、
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こっちもこっちもというのは難しいのはよく

分かっておるんですけれども、やはり滞納と

いうのは、まず払えるのに払わない方にはき

っちりと請求をしていく。そして、調査をす

ることで生活困窮の度合いが分かる。もしか

したら本当に困っているかもしれないという

一つのチェックの指標にもなるかもしれない

ので、今後ともよろしくお願いいたします。

これで終わります。 

○議長（小林 弘君）16番 田中君の一般質

問は終わりました。 

 この際、11時25分まで休憩いたします。 

（午前11時14分 休憩） 

      

 


